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びにその代表者及び役員の氏名）」を加える。

　 　第25条第１項第５号中「前各号」の次に「又は次号」

を加える。

　　　附　則

　この条例は、平成24年４月１日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の一部

を改正する条例をここに公布する。

　　平成24年３月19日

 川崎市長　阿　部　孝　夫　　

川崎市条例第10号

　　　川崎市公害防止等生活環境の保全に関す

　　　る条例の一部を改正する条例

　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例（平成

11年川崎市条例第50号）の一部を次のように改正する。

　第56条第１項中「事業者は」を「何人も」に改め、同

条第２項中「事業者以外の者及び前項ただし書の燃焼行

為を行う事業者」を「前項ただし書の燃焼行為を行う者」

に改め、同条第３項中「事業者」を「者」に改める。

　第127条の４第１項中「5,000平方メートルを超える」

を「2,000平方メートル以上の」に改める。

　第127条の８第１項中「5,000平方メートル以下」を

「2,000平方メートル未満」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この条例は、公布の日から起算して７月を超えない

範囲内において規則で定める日から施行する。

　（経過措置）

２ 　改正後の条例（以下「新条例」という。）第127条の

４第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行

日」という。）以後に建築基準法（昭和25年法律第201

号）第６条第１項若しくは第６条の２第１項に規定す

る確認の申請又は同法第18条第２項に規定する計画の

通知が行われる建築物について適用し、施行日前に同

法第６条第１項若しくは第６条の２第１項に規定する

確認の申請又は同法第18条第２項に規定する計画の通

知が行われた建築物については、なお従前の例による。

３ 　施行日から起算して21日が経過する日までの間に、

建築基準法第６条第１項若しくは第６条の２第１項に

規定する確認の申請又は同法第18条第２項に規定する

計画の通知が行われる建築物（床面積（増築又は改築

をする場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分

の床面積）の合計が2,000平方メートル以上5,000平方

メートル以下のものに限る。）に係る新条例第127条の

４第１項の規定の適用については、同項の規定中「建

築基準法第６条第１項若しくは第６条の２第１項に規

定する確認の申請又は同法第18条第２項に規定する計

画の通知をしようとする日の21日前までに」とあるの

は、「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例

の一部を改正する条例（平成24年川崎市条例第10号）

の施行の日以後速やかに」とする。

４ 　施行日前にした行為に対する罰則の適用について

は、なお従前の例による。

　　　───────────────────

　川崎市障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条

例をここに公布する。

　　平成24年３月19日

 川崎市長　阿　部　孝　夫　　

川崎市条例第11号

　　　川崎市障害者施策推進協議会条例の一部を

　　　改正する条例

　川崎市障害者施策推進協議会条例（昭和46年川崎市条

例第67号）の一部を次のように改正する。

　題名を次のように改める。

　　　川崎市障害者施策審議会条例

　第１条中「第34条第３項」を「第36条第３項」に、「川

崎市障害者施策推進協議会」を「川崎市障害者施策審議

会」に、「「協議会」を「「審議会」に、「、運営その他」

を「及び運営に関し」に改める。

　第２条各号列記以外の部分を次のように改める。

　　審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

　第２条第１号中「関すること」を「関し意見を述べる

こと」に改め、同条第３号中「に関すること」を「を調

査審議すること」に改め、同号を同条第４号とし、同条

第２号中「に関すること」を「を調査審議し、及びその

施策の実施状況を監視すること」に改め、同号を同条第

３号とし、同条第１号の次に次の１号を加える。

　⑵ 　障害福祉サービスの提供体制の確保その他障害者

自立支援法（平成17年法律第123号）に基づく業務

の円滑な実施に関する計画の策定又は変更に関し意

見を述べること。

　第３条第１項中「協議会」を「審議会」に改め、同条

第２項中「の各号」を削り、同項第３号中「福祉」を「自

立及び社会参加」に改める。

　第５条から第９条までの規定中「協議会」を「審議会」

に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この条例は、障害者基本法の一部を改正する法律

（平成23年法律第90号）附則第１条第１号に掲げる規

定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い

日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日か

ら施行する。

　（経過措置）

２ 　この条例の施行の日の前日において改正前の条例第

３条第２項の規定により委嘱され、又は任命された川

崎市障害者施策推進協議会の委員である者の任期は、

同条例第４条の規定にかかわらず、その日に満了する。


